
● 受付時間を守り、施設の作業員の指示に従って搬入してください。
● 生ごみや資源ごみ、また産業廃棄物は受け入れできませんので、
一般ごみと粗大ごみだけを搬入してください。

会社や商店、飲食店など事業活動によって生じた一般廃棄物のうち、多量(※)の一般廃棄物は
市では収集いたしません。各処理施設に直接搬入するか、または市が許可する（専ら収集運搬業を
行っている）業者に依頼してください。
※多量とは…1日の平均排出量が60 または30㎏以上のものをいいます。
なお、事業系の廃棄物を搬入する際は許可が必要ですので、環境生活係へお問い合わせください。

ごみを直接

搬入するとき

搬入場所

料金の支払いについて

直接搬入するときの注意事項

事業系の一般廃棄物について

搬
入
先

● 一般ごみ・粗大ごみ … 芦別市ごみ処理センター

● 資源ごみ … 芦別市資源ごみ保管施設

※分別をし、袋が指定されているものは指定専用袋に入れてください。

● 生ごみ … リサイクリーン（滝川市：TEL 0125-75-3800）

※生ごみを多量に搬入する場合は、事前にリサイクリーンに連絡してください。

※一般家庭の方が、資源ごみ保管施設にごみを直接搬入することは原則できません。
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